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Ⅰ 計 画 の 基 本 的 な 事 項

第１ 策定の趣旨

徳島県においては、これまで県政運営指針として平成１６年度から平成１８年度まで

の３ヶ年の計画である「オンリーワン徳島行動計画（第一幕 、平成１９年度から２２）」

年度までの４ヶ年の計画である「オンリーワン徳島行動計画（第二幕 」を策定し 「オ） 、

ンリーワン徳島」を実現するために計画に盛り込んだ各種の施策・事業の推進に全力で

取り組んできました。

「第一幕」策定時には、危機的状況と言われていた県内経済の再生をはじめ、早急に

、 、取り組まなければならない多くの課題があり まさにマイナスからのスタートでしたが

計画期間中 「マイナスからゼロに 、そして「ゼロからプラスへ」と徳島の再生が進ん、 」

、「 」 、「 」 、 「 」だところであり 第二幕 においては 再生から飛躍 を目指し さらに オープン

に 「県民の目線」に立ち 「スピード感」を持って施策展開を図ってきた結果、一定の、 、

成果をあげてきたところです。

一方 「百年に一度の経済危機」や「東日本大震災」等の影響により、社会経済情勢、

は、先行き不透明な状況が続いており、国内全体に閉塞感が漂う中、本県においても依

然として厳しい雇用情勢が続くなど、県民生活に影を落としています。

そこで、こうした閉塞感・不安感を払拭し、現実の暮らしが「良くなった」と実感で

きる「夢と希望」に満ちた未来を切り開くため、手の届く未来である「十年程度先」を

見据えた「成長戦略」を県民とともに「中期プラン」として描き、その実現に向けた計

画や施策を立てていく必要があります。

また、都道府県レベルでは全国初の広域行政のモデルとなる「関西広域連合」が発足

し、地域こそが主役となる時代に向けて、新たなスタートを切った現在、既成概念にと

らわれない創意工夫を凝らした政策を新たな手法を用いて大胆に展開し、新しい時代を

創り上げていくことが重要です。

こうしたことから、中長期的な視点で新しい時代を見据えた本県の目指すべき姿を示

し、その実現のために当面取り組むべき具体的目標を掲げ、行政をはじめ県民一人ひと

りが、共有しながら、互いに連携・協働して、主体的に取り組むため 「第二幕」に続、

く新たな計画となる「いけるよ！徳島・行動計画」を策定するものです。



第２ 計画の性格と役割等

（１）計画の性格と役割

○ この計画は、

・今世紀 初の四半世紀が経過する２０２５年頃を展望し、人口減少・少子高齢化を

はじめとする時代潮流を的確に把握したうえで 「徳島の目指すべき将来像」を県、

「長期ビジョン編」民と共有し、その実現に向けた道筋を示す

・ 長期ビジョン編 を踏まえ 手の届く未来である １０年程度先 を見据えた 近「 」 、 「 」 「

「中期プラン編」未来の成長戦略」である

・ 中期プラン編」を踏まえ、具体的な数値目標や達成年度などの工程とともに、目「

「行動計画編」標を達成するために当面取り組むべき重点施策を明示した

の からなり、今後の県政を計画的に推進していくための基本となります。三層構造

○ 県民・ＮＰＯ（民間非営利団体 ・民間事業者・市町村などに対しては、これから）

の県づくりの共通の目標を示すことにより、主体的な参画と積極的な協力を期待する

ものです。

（２）計画の構成

２０２５年頃の

「目指すべき将来像」

長 期

ビジョン編

手の届く未来である

「１０年程度先」を

中期プラン編 見据えた「近未来の

成長戦略」

当面取り組む

行 動 計 画 編 べき重点施策

を明示

（３）計画期間

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 ３７年度

（ ）2025 年

長期ビジョン編（平成３７年（２０２５年）頃を展望）

中期プラン編（平成３２年頃）

行動計画編

（H23～26年度）



第３ 計画の基本理念

計画の基本理念は、引き続き とします。「オンリーワン徳島」の実現

２０世紀が、大量生産・大量消費に代表される画一性･効率性を追求し「量的拡大」

を目指す時代であったのに対し、２１世紀は 「新しい豊かさのかたち」として、個性、

や多様性が尊重され、個人や地域が固有の価値観に基づいた「質的充実」によって

を追求する、まさに「オンリーワン」の時代です。「幸福」

徳島は 「四国と近畿の結節点」という地理的優位性を備えるとともに、四国三郎・、

吉野川や霊峰・剣山、世界一の鳴門の渦潮などの「豊かな自然 、また、阿波おどり、」

阿波人形浄瑠璃、阿波藍などの「類い稀な伝統と文化 、さらには、なると金時、すだ」

ち、鳴門わかめ、阿波尾鶏の四大ブランドをはじめとする「食の宝庫」等々、きら星の

ごとく素晴らしい宝物を有しています。

このような「徳島の持つ潜在力」をより一層引き出すとともに、県民の「夢と希望」

の実現に向け、日本はもとより、世界に燦然と輝く宝の島「オンリーワン徳島」を築い

ていく必要があります。

一方、本格的な人口減少・少子高齢社会、地球環境問題、知識経済化・雇用形態の多

様化などの経済構造の変化や高度情報化がもたらす社会の劇的変化、また自立・分権型

社会への転換など、時代の大きな潮流に加え 「百年に一度の経済危機」からの一日も、

早い脱出や、国・地方を通じての行財政制度の改革、東日本大震災を踏まえた三連動地

震対策など、引き続き本県を取り巻く様々な課題があります。

このような課題に適切に対応した、地域自立型で持続的発展が可能な社会を築き、

徳島を「再生」から「飛躍 、そして「新たな挑戦」へと 「知恵は地方にこそあり！」」 、

との強い気概で、新しいステージに対応した施策を展開していくことが、求められてい

ます。

このため を基本理念とする県づくりを一層加速し、、「オンリーワン徳島」の実現

として、全国から「徳島こそ 「徳島ならでは」と言わ「進化するオンリーワン徳島」 」、

れる施策・事業展開を図り 「徳島発の提案をジャパンスタンダードへ」との強い気概、

、「 」 「 」 、のもと ピンチをチャンスに替える発想 と 常に時代を先取りする進取の精神 で

を合い言葉に、 を目指します。「いけるよ！徳島」 世界に輝く「宝の島・徳島」





Ⅱ 徳島県の現状と課題

第１ 少子高齢化・人口減少の加速

我が国では、出生率の長期的な低下が続く一方、平均寿命の伸長などにより総人口に占める
高齢者の割合が急速に増加しています。また、総人口は既に減少局面に入っており、本格的な
人口減少時代を迎えています。

１ 人口構造の変化

本県の推計人口は、平成２２年（２０１０年）１０月時点では７８５，８７３人で、前年よ
り３，３９６人減少しており、昭和２５年（１９５０年）の８７８，５１１人をピークに減少
傾向にある一方、世帯数は増加傾向が続いており、世帯の小規模化が進んでいます。また、合
計特殊出生率については、昭和３５年（１９６０年）には２．０２でしたが、平成２１年
（２００９年）は１．３５、出生児数も５，８９８人となっており、第２次ベビーブーム後の
昭和５０年（１９７５年）の１２，０２０人と比較してほぼ半数にまで減少しています。

人口の年齢別構成は、０～１４歳、１５～６４歳の構成比が減少し、平成２１年（２００９
年）には、それぞれ１２．６％、６０．８％となっています。一方、６５歳以上の高齢者の割
合は平成２１年には２６．６％にまで上昇し、全国平均（２２．７％）を上回る速度で増加し
ています。

少子化に伴う人口減少・高齢化の急速な進行は、労働力人口の減少及び労働者の高齢化によ
る経済成長・経済活力の衰退や現役世代の社会保障分野の負担増大のほか、人口の低密度化や
無居住地域の拡大による地域社会の弱体化など、社会経済の様々な分野に大きな影響を及ぼす
可能性が指摘されています。

特に中山間地域においては、小規模高齢化集落が増加していることから、これまで担ってき
た農地や森林の保全活動が低下し、中山間地域が保有する水源かん養などの多面的機能の維持
も困難な状況となっています。

（資料：総務省「国勢調査 （ 年は速報値 、県統計調査課「人口移動調査 、国立社会保障・人口問題研究所による推計）」 ） 」2010
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（資料：総務省「国勢調査 、県統計調査課「人口移動調査 、国立社会保障・人口問題研究所による推計）」 」

２ 高齢者・障害者

本県における要介護者及び要支援者の認定者数は、平成２０年（２００８年）度末で
４２，９８４人、前年度に比べ６３３人、率にして１．５％増加となっており、６５歳以上の
第１号被保険者のうち４１，９６５人（２０・３％）が認定を受けています。また、本県の障
害者手帳保持者数については増加傾向にあり、障害の重度・重複化や多様化に加え、障害者の
高齢化が進みつつあります。

国立社会保障・人口問題研究所の試算では、高齢者人口は今後も増加し続ける一方、総人口
の減少と相まって、平成３２年（２０２０年）には県民のおよそ３人に１人が高齢者という極
めて高齢化が進んだ社会が到来することが見込まれていることから、すべての県民が年齢や障
害の有無にかかわらず、住み慣れた地域において生涯を通じて安心した暮らしが送れるよう、
福祉サービスの充実・強化を図るとともに、住民が一体となって地域で支え合う生活支援体制
の構築に向けた取組を一層推進することが必要です。

（資料：県長寿介護課「介護保険事業状況報告 ）」
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（資料：県障害福祉課、県健康増進課）

３ 子育て・教育

平成２１年（２００９年）の本県の合計特殊出生率は１．３５と全国平均（１．３７）を下
回っており、依然として人口置換水準に満たない状況が続いています。また世帯構造について

、 、 （ ） ． 、は 一般世帯に占める三世代からなる世帯割合は 平成１７年 ２００５年 は１２ ３％と
全国平均の８．６％より上回っていますが、平成１２年（２０００年）の１４．７％から２．
４％低下しており、単身世帯の割合が、昭和５５年（１９８０年）の１６．０％から、平成１
７年（２００５年）には２６．９％、核家族世帯の割合は５４，５％から５５．６％と増加傾
向にあるとともに、１世帯当たりの人員も３．４３人から２．６４人まで減少しています。

本県の幼児・児童・生徒数は平成２年（１９９０年）以降、幼・小・中・高等学校全てにお
、 。 、 、いて減少傾向にあるとともに 体力・運動能力の低下もみられます また 少子化・核家族化

情報化等の社会環境の変化や人間関係の希薄化等を背景に、学校におけるいじめや不登校、凶
悪な犯罪の低年齢化や児童虐待など、子どもを取り巻く様々な問題が発生しています。

若者が結婚や出産、子育てに夢や希望を持つことができる環境づくりを進めるとともに、学
校、家庭、地域が連携しながら健やかでたくましい子どもを育てられるよう、子育てを社会全
体で応援する取組が必要となっています。
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（資料：厚生労働省「人口動態調査 ）」

（資料：総務省「国勢調査 ）」

徳島県児童生徒の体力・運動能力(平成22年度)

※全国を５０として試算

（資料：文部科学省「全国体力・運動能力調査」)
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第２ 安全・安心への高まる期待

近い将来、その発生が危惧されている東海・東南海・南海地震の三連動巨大地震をはじめ、
近の異常気象にともなう水害や土砂災害などの自然災害に対する不安、深刻化する医師偏在

による医療提供体制に対する不安、不当表示などによる食生活の安全に対する不安、新型イン
フルエンザ発生への不安、犯罪の増加に対する不安、さらには顕在化する地球温暖化などの自
然環境悪化への不安など、私たちの生命や暮らしは様々な不安要素に取り囲まれています。

１ 防災・治安

「南海地震発生時の死者ゼロ」を目指し、県民の生命と財産を守る地震防災対策をはじめ、
水害や土砂災害などへの対策を早急に進めるとともに、県民一人ひとりの防災意識の向上や自

、 、「 」「 」主防災組織の結成促進と活動の活性化を進め 地域防災力の向上を図るなど 自助 ・ 共助
・ 公助」それぞれの役割に応じた、災害に備える実践的な防災対策のより一層の充実が求め「
られています。

また、治安情勢について、刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、子どもや高齢者が被害
となる事件や事故が依然として発生するとともに、犯罪内容も悪質・巧妙化してきており、高
齢者を狙った悪質商法や振り込め詐欺などの消費者問題は依然として後を絶たない状況にあ
り、災害、事件、事故等から県民の生命と財産を守る取組はますます重要になっています。

（資料：県南海地震防災課）

自主防災組織の組織率推移(４月１日現在）
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（資料：県警察本部「徳島の犯罪 ）」

２ 医療・健康

本県の医療施設従事医師数は全国上位であるものの、小児科、産科、麻酔科等の診療科や救
急部門の医師については、勤務環境の厳しさから公的病院等において不足傾向にあり、また、
徳島市周辺に医師の半数以上が集中するなど、地域による偏在が顕著であるとともに、診療科
の偏在も深刻な状況にあります。

県民の誰もが、安心して生活を送ることができるためには、地域における適切な医療サービ
スの提供が不可欠であり、医療従事者の人材育成、確保を進め、多様な県民の医療ニーズに対
応した医療提供体制を確保するとともに、限られた医療資源を有効に活用し、医療機関相互間
での連携や、在宅医療などをより一層推進することが必要となっています。

一方、がんや虚血性心疾患等の生活習慣病の割合が全死亡原因の約６割を占めるなど、疾病
構造は大きく変化しており、特に本県においては、糖尿病死亡率が全国平均を大きく上回り、
全国で も高い状況が続くなど、生活習慣病対策は重要な健康課題となっています。医療機関
をはじめ、関係機関・団体との連携による生活習慣病等の疾病予防を通じ健康寿命を延ばすと
ともに、誰もがどこでも元気で生きがいをもって暮らせる地域づくりを推進する総合的な取組
が求められています。

刑 法 犯 認 知 及 び 検 挙 件 数 ・ 検 挙 率 の 推 移
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（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査 ）」

（資料：厚生労働省「人口動態調査 ）」

東部Ⅰ医療圏

東部Ⅱ医療圏

西部Ⅰ医療圏

西部Ⅱ医療圏

南部Ⅰ医療圏

南部Ⅱ医療圏

徳島県内の医師分布（人口10万人対）
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糖尿病死亡率の年次推移

9.9 10 10.2 9.8 9.6 10 10.2 10
10.8 10.8 11.1 11.5 11.1

18.9(1)
16.5(1)

17.5(1)

17.0(1)

17.4(1)

17.5(1)
15.8(1)

17.7(1)
16.6(1)

18.0(1)
19.5(1)

14.2(7)

18.6(1)

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年

人口10万人対

全国

徳島

＊（　）内の数値は，都道府県順位を示す。



（資料：厚生労働省）

３ 環境

豊かな自然環境や地域の特性を活かした工夫のある取組を県民を挙げて積極的に推進し、将
来の世代に引き継いでいくことが私たちに課せられた大きな責務であり、県民一人ひとりが、
高い環境意識を持って行動するとともに、県民、事業者、行政等が連携した取組を進め 「環、
境の保全・創造」と「社会・経済の発展」を同時に目指す持続可能な社会づくりを行うことが
必要です。

本県における温室効果ガス全体の排出量は、ここ数年は概ね減少傾向にあるものの、
平成１９年（２００７年）においては、７，５０５千ｔ－CO となっており、京都議定書に2

（ 、 ） 、定める基準年 １９９０年 代替フロン類は１９９５年 を依然として上回っていることから
今後も基準年に比べ増加の著しい運輸部門や民生部門を中心に、一層温室効果ガス削減の取組
を進めていくことが必要となっています。

また、県土の７５％を占める森林について、水源のかん養や生物多様性の保全など森林の持
つ公益的機能を高めるため、間伐や針葉樹と広葉樹の混交林化などの多様な森づくりや、オフ
セット・クレジット（ ）制度をはじめとする森林カーボンオフセットをより一層促進すJ-VER
るなど、行政のみならず県民や企業と協働した取組を推進していく必要があります。

主要死因別死亡率（２００９年・人口１０万対）
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